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１．申請の流れ 

補助金の手続き やまがた省エネ健康住宅認証の手続き 

 

交付申請書 提出 

 

 

 

交付決定通知 

 

 

工事着手 
やむを得ない理由（工期等）があれば、 

交付申請前（R8.4.1 以降）の 
契約締結・工事着手が可能です 

 

 

 

 

 

実績報告書 提出 

 

 

補助金額の確定 

補助金の交付 

 

設計認証申請 提出 

 

設計適合証 交付 

 

 

 

 

 

中間検査申請 

 

検査済証 交付 

 

 

 

 

建設認証申請書 提出 

 

認定証 交付 

 

補助金交付申請書等の提出先 

村山総合支庁建設部建築課 
住所 〒990-2492 山形市鉄砲町 2-19-68 

T E L  023-621-8287 

最上総合支庁建設部建築課 
住所 〒996-0002 新庄市金沢字大道上 2034 

T E L 0233-29-1420 

置賜総合支庁建設部建築課 
住所 〒992-0012 米沢市金池 7-1-50 

T E L  0238-26-6091 

庄内総合支庁建設部建築課 
住所 〒997-1392 三川町大字横山字袖東 19-1 

T E L  0235-66-5640 

※ 建設場所を所管する総合支庁が申し込み窓口です。 

※ 各種書類は郵送でも受け付けできます。 

 

補助金に関する問合せ先 

 山形県県土整備部建築住宅課住宅対策担当  TEL 023-630-2154 

工事完了 

同時申請可 

R9.3.31 までに交付します 

R9.2.26 までに住宅の引渡しを受けてください 

R9.2.26 までに提出してください 

 

引渡しを受ける前（R9.1.29）までに 
提出してください 

同時申請可 
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２．補助対象事業 

  補助対象は、 

○自らが居住するために新築する「やまぽっかの家」（やまがた省エネ健康住宅）※ 

○自らが居住するために新築する「やまぽっかの家」に、新たに再エネ設備を設置す

るもの です。 

 

以下の補助対象事業ごとの全ての要件を満たす必要があります。 

補助対象 

事業 
「やまぽっかの家」の建設等 再エネ等設備の導入事業 

要 件 

（１）ＺＥＨ（『ZEH』、Nearly ZEH、『ZEH+』、

Nearly ZEH+）であること。 

・ZEH Orientedは交付対象となりません。 

（２）ＢＥＬＳにおいて、ＺＥＨの評価・認証を

受けていること。 

 

（３）「やまぽっかの家」の認定証の交付を受けていること。 

・「やまぽっかの家」の手続きは同時申請することが可能です。 

（４）太陽光発電設備及びＨＥＭＳが導入されていること。 

・蓄電池の導入は任意です。 

・HEMS の導入は、『ZEH+』、Nearly ZEH+の建設のみが対象です。 

   ・太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力

が 10キロワット未満のものが対象です。 

・固定価格買取制度(FIT)の認定を取得する場合は補助対象外となります。 

   ・太陽光発電量のうち自家消費する電力量は 30％以上とすること。 

   ・補助対象設備は未使用品のものに限ります。 

（５）法定耐用年数を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果につい

て J-クレジット制度への登録を行わないこと。 

（６）建設等について山形県内に住所を有する個人事業者又は山形県内に本

店を有する法人（施工者が商人以外のものである場合は法人登記簿で

主たる事務所の住所が山形県内となっている法人）が行うものである

こと。 

（７）令和８年４月１日以降に契約締結し、令和９年２月 26日までに事業

を完了し、実績報告書を提出すること。 

・工期等により早期に着手しなければならない等、やむを得ない場合は、交

付申請前の契約締結・工事着手を認めています。 

・事業完了日は住宅の引渡しを終え、工事（購入）代金の支払いが完了した

日付とします。 

  ※「やまぽっかの家」は、山形県独自基準の高い断熱性能と気密性能を持った住宅です。 

   詳しくは、山形県すまい情報センター「タテッカーナ」のサイトをご確認ください。 
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断熱性能（外皮平均熱貫流率）及び気密性能（相当隙間面積）の基準 

等級 
外皮平均熱貫流率（UA値）［W/㎡ K］ 相当隙間面積 

(C値)［㎠/㎡］ ３地域 ４地域 ５地域 

「やまぽっ

かの家」 

Ｙ－Ｇ３ 0.23以下 

１㎠/㎡以下 Ｙ－Ｇ２ 0.34以下 

Ｙ－Ｇ１ 0.46以下 

参考 
『ZEH+』 0.28以下 0.34以下 0.46以下 － 

『ZEH』 0.50以下 0.60以下 0.60以下 － 

 

補助対象となるＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） 

 ＺＥＨとは、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システ

ムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再

生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼ

ロとすることを目指した住宅です。 

 

補助対象となるＺＥＨは、以下の要件を満たす住宅です。 

分類 

要件 

外皮基準（UA値）※１ 
一次エネルギー消費量 

削減率※２ 
その他要件 

地域区分 省エネ 

のみ 

省エネ等 

含む ３ ４ ５ 

『ZEH』 

0.5 

以下 

0.6 

以下 

0.6 

以下 

20％ 

以上 

100％ 

・太陽光発電設備を導入すること 

Nearly ZEH 
75％以上 

100％未満 

『ZEH+』 

0.28 

以下 

0.34 

以下 

0.46 

以下 

30％ 

以上 

100％ 

・太陽光発電設備を導入すること 

・HEMSにより太陽光発電設備等の

発電量等を把握した上で、住宅内

の暖冷房設備等を制御可能である

こと。 
Nearly ZEH+ 

75％以上 

100％未満 

  ※ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28年経済産業省・国土交通省

令第１号）第１条第１項第２号イ(1)に定める「地域の区分」をいう。 
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補助対象設備の要件 

ZEH の種別 補助対象設備 要 件 

『ZEH』 

及び 

Nearly ZEH 

太陽光発電設備 １ FIT又は FIP の認定を取得しないこと。 

２ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光

発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事

業を実施すること。 

３ 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図る

とともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努める

こと。 

４ 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を

行うこと。 

５ 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行

うよう努めること。 

６ 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでない

こと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生

可能エネルギー発電設備の設置場所について」（資源エネルギ

ー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エ

ネルギー推進室）を参照のこと。 

７ 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）の規定に基づく技術基

準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応す

るため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書

を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 

８ 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 

９ 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事

業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請

を受けたときは、適切な方法により協力すること。 

10 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなか

った問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破

壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 

11 交付対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治体の

条例を含む。）の規定を遵守すること。 

蓄電池設備 令和７年度国 ZEH 支援事業の対象製品として執行機関の登録を

受けた製品（国の「令和６年度二酸化炭素排出抑制対策事業費

等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）

化等支援事業）のうち ZEH 支援事業」の対象製品として執行機

関の登録を受けたものを含む。）であること。 

『ZEH＋』 

及び 

Nearly ZEH＋ 

太陽光発電設備 （『ZEH』及び Nearly ZEHに同じ） 

蓄電池設備 （『ZEH』及び Nearly ZEHに同じ） 

HEMS 令和７年度国 ZEH 支援事業に係る公募要領の「ZEH＋の選択要件」

において「❷高度エネルギーマネジメント」を選択する補助対象

住宅に設置する HEMS の要件を満たすものであること。 
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３．補助金額 

補助対象区分 補助対象経費 
補助金額及び 

補助金の上限額 

① 「やまぽっかの家」の要件を

満たし、かつ、『ZEH』又は

Nearly ZEH の要件を満たす

戸建て住宅の新築 

材料及び設備

の購入並びに

工事に要する

経費 

定額：55万円 

② 「やまぽっかの家」の要件を

満たし、かつ、『ZEH＋』又は

Nearly ZEH＋の要件を満た

す戸建て住宅の新築 

材料及び設備

の購入並びに

工事に要する

経費 

定額：100万円 

③ ①若しくは②又は新築する

「やまぽっかの家」に導入す

る太陽光発電設備 

 

設備の購入及

び工事に要す

る経費 

7万円/kW※ 

※公称最大出力合計とパワーコンディシ

ョナ定格出力いずれか小さい値 

上限額：63万円（9kW） 

④ ①若しくは②又は新築する

「やまぽっかの家」に導入す

る蓄電池設備 

 

設備の購入及

び工事に要す

る経費 

補助金対象経費×1/3 

上限額：30.6 万円 

⑤ ②に導入する HEMS※ 

※太陽光発電設備等の発電量

等を把握したうえで、住宅内の

暖冷房設備、給湯設備、省エネ

設備等を制御可能であるもの 

設備の購入及

び工事に要す

る経費 

補助金対象経費×2/3 

上限額：6.6万円 

 

 

補助金の組合せ ※以下の組み合わせのみが対象となります。 

   組み合わせパターン 種別 補助額 

（１） ① ＋ ③ ＋ ④ 『ZEH』  ＋ 再エネ 最大 148.6万円 

（２） ① ＋ ③ 『ZEH』  ＋ 太陽光 最大 118万円 

（３） ② ＋ ③ ＋ ④ ＋ ⑤ 『ZEH+』 ＋ 再エネ ＋ HEMS 最大 200.2万円 

（４） ② ＋ ③ ＋ ⑤ 『ZEH+』 ＋ 太陽光 ＋ HEMS 最大 169.6万円 

（５） ③ ＋ ④ 再エネのみ 最大 93.6万円 

（６） ③ 太陽光のみ 最大 63万円 
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４．補助金交付申請書の記載例 

支庁整理番号※ 〇〇〇〇               申込者氏名  山形 太郎   

 

「令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金」 

チェックリスト（交付申請時の提出書類） 

No 項 目 内 容 
申請者 

確認欄 

支庁※ 

確認欄 

１ 
交付申請書 

（規則別記様式第１号） 

日付、申請者氏名、補助金額等が記載されて

いるか 
☑ □ 

２ 
事業計画書 

（様式第１号） 
添付資料との整合性がとれているか ☑ □ 

３ 
遵守事項に関する確認書 

（様式第１号 別紙１） 

内容を確認のうえ、日付、申請者氏名が記載

されているか 
☑ □ 

４ 

工事請負契約書等の写し 

※再エネ設備のみの申請でも、住宅分

も必要です。 

事業計画書との整合がとれているか 

（契約者、建設場所等） 
☑ □ 

工事契約締結日は令和８年４月１日以降か ☑ □ 

５ 見積内訳書等の写し 

補助対象経費の内訳がすべて記載されてい

るか 
☑ □ 

事業計画書の補助金の算定の金額が確認で

きるか。 
☑ □ 

６ 

ZEH・ゼロエネ相当一次エネ

ルギー消費量計算シート 

（一般財団法人住宅性能評

価・表示協会） 

※住宅の補助を受ける場合のみ 

事業計画書と整合がとれているか 

※BELS 評価書の写しは、実績報告書提出時

に添付してください。 

☑ □ 

７ 
太陽光発電設備の仕様が確

認できる書類（カタログ等） 

メーカー名、型番、太陽電池モジュールの公

称最大出力、パワーコンディショナの定格出

力が確認できるか 

☑ □ 

８ 
蓄電池の仕様が確認できる

書類（カタログ等） 

メーカー名、パッケージ型番、蓄電容量、初

期実効容量が確認できるか 
☑ □ 

９ 蓄電池の導入価格 
導入価格（工事費込み・税抜き）が 12.5 万

円/kWh 以下となるよう努めているか 
☑ □ 

10 
自家消費計画書 

（様式第１号 別紙３） 

発電する電力量の 30％以上を自家消費する

か 
☑ □ 

11 
HEMS の仕様が確認できる書

類（カタログ等） 

・メーカー名、型番、ECHONET Lite 規格の認

証登録番号が確認できるか 

・太陽光発電の発電量等・蓄電池の充電量等

を把握した上で、暖冷房設備、給湯設備等を

制御可能な機器であることが確認できるか 

☑ □ 
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12 
やまがた省エネ健康住宅設

計適合証の写し 

やまがた省エネ健康住宅設計認証申請書の

同時申請も可能 
☑ □ 

13 
口座振替申出書 

（様式第１号 別紙２） 
口座は申請者本人の名義となっているか ☑ □ 

14 預金通帳の写し 
口座振替申出書（様式第１号 別紙２） 

の記載内容が確認できる部分を添付 
☑ □ 

15 住宅建設に関するアンケート アンケートにご協力ください ☑ □ 

16 交付決定前に工事着手する場合は、以下に理由を記載してください。 

 

（記載例） 

標記補助事業の申請にあたり、実績報告期日までに補助事業を完遂するためには○月○日

までに契約を行う必要があるため 
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【補助金交付申請書】 

（規則別記様式第１号） 

 

 令和８年８月１日 

 

山形県知事 吉村 美栄子 殿 

                   

（申請者） 

                         〒 990－8570 

                    住  所 山形市松波 2-8-1 

                    氏  名 山形 太郎 

                    電話番号 023-630-2649 

 

 

令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金交付申請書 

 

 

令和８年度においてやまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ事業について、標記

補助金 1,649,000円を交付されるよう、山形県補助金等の適正化に関する規則第５条の規定

により、関係書類を添付して申請します。 
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【関係書類】 

（様式第１－１号）別表２補助対象事業１の場合 

事 業 計 画 書 

１ 補助事業の概要（該当する□に「」を記載） 

１ 住宅の建設場所（地名地番） 山形市松波２－８－１ 

２ 工事契約締結日 令和 ８年 ４月 １日 

３ 事業完了予定日 令和 ８年１２月２０日 

４ 省エネ基準 地域区分 □ ３地域    ☑ ４地域    □ ５地域 

５ やまがた省エネ健康住宅の等級 □ Ｙ－Ｇ１   ☑ Ｙ－Ｇ２   □ Ｙ－Ｇ３ 

６ ZEH の種別 □ 『ZEH』 □ Nearly ZEH  □ 『ZEH＋』 ☑ Nearly ZEH＋ 

７ 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） 

(小数点第 2 位まで、第 3 位以下切上げ) 
０．３４ Ｗ/㎡･Ｋ 

再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準

一次エネルギー消費量からの削減率 (小数点以下切捨て) 
３３％ 削減 

再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準

一次エネルギー消費量からの削減率 (小数点以下切捨て) 
８２％ 削減 

太陽光発電設備 

メーカー名 〇〇株式会社 

型番 ＡＢＣＤ１２３４ 

公称最大出力合計 

（小数点以下切捨て） 

６ ｋＷ 

公称最大出力（ 252 ）W×（ 25 ）枚 

公称最大出力（   ）W×（  ）枚 

パワーコンディショナ 

定格出力 

（小数点以下切捨て） 

５ ｋＷ 

蓄電池設備 

メーカー名 〇〇株式会社 

パッケージ型番 ＡＢＣ－１２３ 

蓄電容量 

（小数点第２位以下切捨て） 
５．６ ｋＷh 

初期実効容量 ４．５ ｋＷh 

ＨＥＭＳ 

※『ZEH＋』、Neary ZEH+の場合に記入 

※暖冷房設備、給湯設備等の制御が

可能であるもの 

メーカー名 〇〇株式会社 

型番（主要機器） ＺＸＣ７８９ 

ECHONET Lite 規格 

認証登録番号 
ＡＢ－０００１２３ 



- 10 - 

 

２ 補助事業に係る経費の明細 

 

□ 『ZEH』（Nearly ZEH） 
（単位：千円） 

補助対象 
補助金の算定 

(a) 
上限額 
(b) 

申請額※１ 

①  
やまがた省エネ健康住宅 

及び 
『ZEH』（Nearly ZEH） 

定 額 550  

② 太陽光発電設備 70 千円/kＷ×    ※２kＷ  630  

③ 蓄電池 蓄電池の価格※３        千円×1/3  306  

交付申請額 合計 
（①～③の合計） 

 

※１ (a)と(b)のいずれか小さい額。千円未満切捨て 

※２ 太陽光電池モジュールの公称最大出力合計とパワーコンディショナの定格出力の小さい値。小数点以下

切捨て 

※３ 機器費及び設置工事費（税抜き） 

 

 

 

 

☑ 『ZEH＋』（Nearly ZEH＋） 
（単位：千円） 

補助対象 
補助金の算定 

(a) 
上限額 
(b) 

申請額※１ 

①  
やまがた省エネ健康住宅 

及び 
『ZEH＋』（Nearly ZEH＋） 

定 額 1,000 1,000 

② 太陽光発電設備 70 千円/kＷ× ５ ※２kＷ 350 630 350 

③ 蓄電池 蓄電池の価格※３  700  千円×1/3 233 306 233 

④ ＨＥＭＳ ＨＥＭＳの価格※３ 188 千円×2/3 125 66 66 

交付申請額 合計 
（①～④の合計） 

1,649 

※１ (a)と(b)のいずれか小さい額。千円未満切捨て 

※２ 太陽光電池モジュールの公称最大出力合計とパワーコンディショナの定格出力の小さい値。小数点以下

切捨て 

※３ 機器費及び設置工事費（税抜き） 
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３ 工事施工者 

１ 会社名 

  代表者職氏名 

 〇〇建設株式会社 

 代表取締役 □□ □□ 

２ 住 所  山形市〇〇町１－２ 

３ 担当者氏名  〇〇 〇〇 

４ 電話・FAX 番号  TEL： 023－〇〇〇—〇〇〇〇   FAX： 023－△△△－△△△△ 

５ メールアドレス  asdf@qwe.com 
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（様式第１号 別紙１） 

遵守事項に関する確認書 

 

 令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金交付要綱に基づき補助金の交

付を受けるにあたり、太陽光発電設備に関する下記事項を遵守します。 

 

記 

 

〇 本事業により導入する太陽光電設備で発電して消費する電力量を、発電する電力量の30％以上

とすること。 

〇 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について

J-クレジットへの登録を行わないこと。 

〇 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23 年法律第108 

号）に基づくFIT又はFIPの認定を取得しないこと。 

〇 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に

定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。 

〇 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮し

て事業を実施するよう努めること。 

〇 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 

〇 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 

〇 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギ

ー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」（資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室）を参照のこと。 

〇 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応

するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及

び保存すること。 

〇 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 

〇 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指

針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 

〇 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対

策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 

〇 交付対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治体の条例を含む。）の規定を遵守する

こと。 

以上 

 

令和８年８月１日 

山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

 

申請者氏名   山形 太郎    

 



- 13 - 

（様式第１号 別紙２） 

 

令和８年８月１日 

 

 山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

（申請者） 

                          〒 990－8570 

住  所  山形市松波2-8-1 

氏   名  山形 太郎 

電話番号  023-630-2649 

 

 

口 座 振 替 申 出 書 

 

 

令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金については、下記の

預金口座へ振り込んでください。  

 

 

銀 行 名  〇〇銀行 本・支店名 〇〇支店 

預金種目  普通預金 ／ 当座預金（※貯蓄預金は対応できません） 

口座番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ※右詰めで記入して下さい。 

フリガナ  ヤマガタ タロウ 

口 座 名  山形 太郎 

 

※預金通帳の写し（本支店名等、上記の内容が確認できる部分）を添付してください。 

※原則として、申請者本人名義の口座とします。 
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【ZEH・ゼロエネ相当一次エネルギー消費量計算シート（一般社団法人住宅性能評価・表示協会）】 

 URL ： https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/keisansheet/ 

 

https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/keisansheet/
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５．補助金実績報告書の記載例 

（表面） 

 

支庁整理番号※  〇〇〇〇              申込者氏名 山形 太郎     

 

「令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金」 

チェックリスト（実績報告時の提出書類） 

 

No 項 目 内 容 
申請者 

確認欄 

支庁※ 

確認欄 

１ 
実績報告書 

（規則別記様式第２号） 

・日付、決定者番号、申請者氏名等が記載され

ているか 

・提出日が完成日の 30日以内又は 2月 26 日の

いずれか早い日となっているか 

☑ □ 

２ 
事業実績書 

（様式第６号） 

添付資料との整合性がとれているか ☑ □ 

補助金額の変更が伴わない変更がある場合は、

軽微な変更内容欄に記載し、確認できる書類が

添付されているか 

☑ □ 

３ 

BELS評価書 

の写し 

※住宅の補助を受ける場合のみ 

BELS評価書（表面・裏面）により、UA値、基準

一次エネルギー消費量からの削減率、ZEH の種

別が確認できるか 

☑ □ 

事業実績書との整合がとれているか ☑ □ 

４ 

BELSに係る評価申請書の 

添付書類の写し 

※BELS 評価機関の押印が

あるもの 

※住宅の補助を受ける場合のみ 

①一次エネルギー消費量計算結果の写し ☑ □ 

②平面図、立面図、矩計図、断面図 ☑ □ 

③外皮計算書 ☑ □ 

④一次エネルギー消費量計算の際の導入設備

資料（カタログ等） 
☑ □ 

５ 

BELS 評価書の一次エネル

ギー消費量計算に使用して

いる導入設備 

※住宅の補助を受ける場合のみ 

①住宅の設備一覧（様式第６号 別紙１）  ☑ □ 

②のカラー写真（外観及び型番が確認できる銘

板等） 
☑ □ 

③保証書または出荷証明書の写し 

※メーカー、購入日（出荷日）、型番等が確認で

きるもの 

☑ □ 

６ 住宅のカラー写真 建物全体が確認できるか ☑ □ 

７ 太陽光発電設備 

①太陽電池モジュール設置後のカラー写真 

※太陽電池モジュール全枚数が確認できるも

の 

※全枚数が確認できない場合は、割付図も添付 

☑ □ 

②パワーコンディショナのカラー写真（外観及

び型番が確認できる銘板等） 
☑ □ 

③保証書又は出荷証明書の写し（太陽電池モジ

ュール及びパワーコンディショナ） 
☑ □ 
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※メーカー、購入日（出荷日）、型番等が確認で

きるもの 

④太陽電池モジュールの出力対比表の写し 

※メーカー発行の出力対比表の写し 

※メーカーが発行していない場合は参考様式

により提出 

☑ □ 

⑤系統連系承諾書等の写し 

※余剰配線であることが確認できるもの 
☑ □ 

８ 蓄電池設備 

①蓄電池のカラー写真（外観及び型番が確認で

きる銘板等） 
☑ □ 

②保証書または出荷証明書の写し 

※メーカー、購入日（出荷日）、型番等が確認で

きるもの 

☑ □ 

９ HEMS 

①HEMSのカラー写真（外観及び型番が確認でき

る銘板等） 
☑ □ 

②保証書又は出荷証明書の写し 

※メーカー、購入日（出荷日）、型番等が確認で

きるもの 

☑ □ 

③HEMコントローラ接続・操作確認報告書 

（様式第６号 別紙２） 
☑ □ 

10 
補助対象住宅引渡証明書 

（様式第６号 別紙３） 
2月 26日までに引渡ししたことがわかるもの ☑ □ 

11 
補助対象経費に係る領収書

等の写し 

申請者が補助対象経費を負担したことがわか

るもの 
☑ □ 

12 住民票の写し 住所が新築する住宅の所在地と一致するか ☑ □ 

13 
やまがた省エネ健康住宅認

定証の写し 

やまがた省エネ健康住宅建設認証申請書の同

時申請も可能 
☑ □ 

※は記入しないでください 
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【実績報告書】 

（規則別記様式第２号） 

 

令和８年１２月２６日 

 

  山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

（申請者） 

決定者番号 第 26001 号 

〒 990－8570 

住  所  山形市松波2-8-1 

氏   名  山形 太郎 

電話番号  023-630-〇〇〇〇 

 

 

令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金実績報告書 

 

 

 令和８年８月14日付け〇第123号で令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッ

ケージ補助金の交付決定の通知があった標記補助事業について、山形県補助金等の適正化に

関する規則第14条の規定により、その実績を関係書類を添付して報告します。 
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【関係書類】 

（様式第６－１号）別表２補助対象事業１の場合 

事 業 実 績 書 

１ 補助事業の概要（該当する□に「」を記載） 

１ 住宅の建設場所（地名地番） 山形市松波２－８－１ 

２ 工事契約締結日 令和 ８年 ４月 １日 

３ 事業完了日 令和 ８年１２月２０日 

４ 省エネ基準 地域区分 □ ３地域    ☑ ４地域    □ ５地域 

５ やまがた省エネ健康住宅の等級 □ Ｙ－Ｇ１   ☑ Ｙ－Ｇ２   □ Ｙ－Ｇ３ 

６ ZEH の種別 □『ZEH』 □ Nearly ZEH □『ZEH＋』 ☑ Nearly ZEH＋ 

７ 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） 

(小数点第 2 位まで、第 3 位以下切上げ) 
０．３４ Ｗ/㎡･Ｋ 

再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準

一次エネルギー消費量からの削減率 (小数点以下切捨て) 
３３％ 削減 

再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準

一次エネルギー消費量からの削減率 (小数点以下切捨て) 
８２％ 削減 

太陽光発電設備 

メーカー名 〇〇株式会社 

型式番号 ＡＢＣＤ１２３４ 

最大出力 

（小数点以下切捨て） 

６ ｋＷ 

公称最大出力（ 252 ）W×（ 25 ）枚 

公称最大出力（   ）W×（  ）枚 

パワーコンディショナ 

定格出力 

（小数点以下切捨て） 

５ ｋＷ 

蓄電池設備 

メーカー名 〇〇株式会社 

パッケージ型番 ＡＢＣ－１２３ 

蓄電容量 

（小数点第２位以下切捨て） 
５．６ ｋＷh 

初期実効容量 ４．５ ｋＷh 

ＨＥＭＳ 

※『ZEH＋』、Neary ZEH+の場合に記入 

※暖冷房設備、給湯設備等の制御が

可能であるもの 

メーカー名 〇〇株式会社 

型式番号（主要機器） ＺＸＣ７８９ 

ECHONET Lite 規格 

認証登録番号 
ＡＢ－０００１２３ 
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２ 補助事業に係る経費の明細 

 

□ 『ZEH』又は Nearly ZEH 
（単位：千円） 

補助対象 補助金の算定 
実績額 
(a) 

交付 
決定額※１ 

(b) 

① 
やまがた省エネ健康住宅 

及び 
『ZEH』（Nearly ZEH） 

定 額   

② 太陽光発電設備 70 千円/kＷ×         ※２kＷ 
上限額 

630 
  

③ 蓄電池 
蓄電池の価格※３          千円× 
1/3 

上限額 

306 
  

合計（①～③の合計）※４  
 

※１ 交付申請（変更交付申請）による交付決定額 

※２ 太陽光電池モジュールの公称最大出力合計とパワーコンディショナの定格出力の小さい値。小数点以下

切捨て 

※３ 機器費及び設置工事費（税抜き） 

※４ 補助金額は(a)と(b)の小さい額。千円未満切り捨て 

 

 

 

 

☑ 『ZEH＋』又は Nearly ZEH＋ 
（単位：千円） 

補助対象 補助金の算定 
実績額 
(a) 

交付 
決定額※１ 

(b) 

① 
やまがた省エネ健康住宅 

及び 
『ZEH＋』（Nearly ZEH＋） 

定 額 1,000 1,000 

② 太陽光発電設備 70 千円/kＷ×  ５ ※２kＷ 
上限額 

630 
350 350 

③ 蓄電池 蓄電池の価格※３   700  千円×1/3 
上限額 

306 
233 233 

④ ＨＥＭＳ ＨＥＭＳの価格※３ 188 千円×2/3 上限額 
66 

66 66 

交付申請額 合計（①～④の合計）※４ 1,649 1,649 

※１ 交付申請（変更交付申請）による交付決定額 

※２ 太陽光電池モジュールの公称最大出力合計とパワーコンディショナの定格出力の小さい値。小数点以下

切捨て 

※３ 機器費及び設置工事費（税抜き） 

※４ 補助金額は(a)と(b)の小さい額。千円未満切り捨て 
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３ 工事施工者 

１ 会社名 

  代表者職氏名 

 〇〇建設株式会社 

 代表取締役 □□ □□ 

２ 住 所  山形市〇〇町１－２ 

３ 担当者氏名  〇〇 〇〇 

４ 電話・FAX 番号  TEL： 023－〇〇〇—〇〇〇〇   FAX： 023－△△△－△△△△ 

５ メールアドレス  asdf@qwe.com 

 

 

４ 軽微な変更内容 

 

 

 

 

 



 

- 22 - 

（様式第６号 別紙１） 

 

住宅の設備一覧 
（BELS評価書の一次エネルギー消費量計算に使用している導入設備） 

 

 

①空調設備（暖房設備及び冷房設備） 

種  類 メーカー名 型   番 

ルームエアコンディショナー ○○○ △△-□□□ 

   

   

 

 

②給湯設備 

種  類 メーカー名 型   番 

電気ヒートポンプ ○○○ △△-□□□ 

   

   

 

 

③換気設備（24時間換気） 

種  類 メーカー名 型   番 

ダクト式第二種換気設備 ○○○ △△-□□□ 

   

   

 

 

④照明設備 

種  類 メーカー名 型   番 

LED ○○○ △△-□□□ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BELS評価の際の一次エネルギー消費量計算にしようしている導入設備

を記載してください。 

※設置状況の写真及び保証書等も添付が必要です。 
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（様式第６号 別紙２） 

HEMSコントローラ接続・操作確認報告書 

 

決定者番号   第 26001 号        

申請者氏名   山形 太郎          

  

 

１．ECHONET Lite認証及びECONET Lite AIF認証相互接続性の要件の確認 

 ① １台で住宅一棟の全エネルギーを計測できるように設置されている。 

 ② 計測されたデータの表示ができる。 

 ③ 導入する計測対象の機器要件となるECHONET Lite認証を全て取得している。 

 ④ APPENDIX ECONET機器オブジェクト詳細規程のReleaseバージョンは、導入する計測対象の設

備要件となるReleaseバージョン以上である。 

 ⑤ 空調設備または給湯設備についてHEMSコントローラと接続し、操作できることを確認してい

る。 

 

以上の内容について相違ありません。 

 

令和８年１２月２６日  

山形県知事 吉村 美栄子 殿  

  工事施工者 会社名       〇〇建設株式会社     

代表者職氏名  代表取締役 □□ □□   

 

２．上記接続を確認するＨＥＭＳの機器操作画面の写真 

・空調又は給湯設備と接続し、操作できる状態が表示された写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転モード 暖房 変更 

温   度 ２５℃ 変更 

風   量 自動 変更 

 

リビングエアコン 

室内 2３℃ ／ 湿度 52％ 

屋外 ５℃ 

2026/12/25 13：50 機器コントロール＞エアコン 

運転中 

 設定送信 
・ＨＥＭＳ画面を表示した写真を貼

ってください。 

・表示する画面は空調又は給湯設備

と接続し、操作できる状態が表示

されたものとしてください。 
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・太陽光発電設備の発電状況が確認できる写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・蓄電池設備の動作状態（充放電状況）及び電池残量が確認できる写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充電中 

８０％

蓄電池 2026/12/25 13：50 

発電中 250W 

買電中 2000W 
放電中 1000W 

消費中 3250W 

現在の消費電力量 2026/12/25 13：50 
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（参考例） 

太陽電池モジュール出力対比表 

             発行日：令和８年１１月２３日 

 

           株式会社 〇〇〇〇 

            〒〇〇〇-〇〇〇〇 

             〇〇県〇〇市△△ 

             TEL：023-456-789 

お客様名 山形 太郎 様 

販売店名 株式会社〇〇 

太陽電池モジュール型式 ABC-D000123 

公称最大出力 250 

 

公称最大出力の合計値（Ｗ） 4,500 測定出力の合計値（Ｗ） 4,501.4 

 

No 製造番号 測定出力値（Ｗ） 

1 Ａ１ＢＣ５５０１ 250.1 

2 Ａ１ＢＣ５５０２ 250.0 

3 Ａ１ＢＣ５５０３ 250.1 

4 Ａ１ＢＣ５５０４ 250.2 

5 Ａ１ＢＣ５５０５ 250.0 

6 Ａ１ＢＣ５５０６ 250.1 

7 Ａ１ＢＣ５５０７ 250.0 

8 Ａ１ＢＣ５５０８ 250.1 

9 Ａ１ＢＣ５５０９ 250.0 

10 Ａ１ＢＣ５５１０ 250.1 

11 Ａ１ＢＣ５５１１ 250.0 

12 Ａ１ＢＣ５５１２ 250.1 

13 Ａ１ＢＣ５５１３ 250.0 

14 Ａ１ＢＣ５５１４ 250.0 

15 Ａ１ＢＣ５５１５ 250.3 

16 Ａ１ＢＣ５５１６ 250.0 

17 Ａ１ＢＣ５５１７ 250.1 

18 Ａ１ＢＣ５５１８ 250.2 

19   

20   

 

※ メーカー発行の出力対比表の写しを添付してください。 

※ メーカーが発行していない場合は、参考様式により提出してください。 
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（様式第６号 別紙３） 

 

令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金補助対象住宅 

引渡証明書 

 

 

令和８年１２月２６日 

 

 

山形県知事 吉村 美栄子 殿 

 

 

           工事施工者   会社名  〇〇建設株式会社      

  代表者職氏名  代表取締役 □□ □□   

 

 

令和８年度やまがた省エネ健康住宅・再エネ設備パッケージ補助金に申請を行った補助

対象住宅について、下記のとおり引き渡したことを証明します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

  

１ 引渡相手方氏名 

（補助金申請者氏名） 
 山形 太郎 

２ 交付決定番号  第 26001号 

３ 住宅の建設場所 

（地名地番） 
 山形市松波２-８ 

４ 住居表示 
〒990－8570 

 山形市松波２-８-１ 

５ 引渡し日  令和８年１２月２０日 
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６．変更の手続きについて 

  事業計画変更承認申請書の提出が必要な変更は、以下のとおりです。 

〇交付決定を受けた補助金の額の変更を伴う変更 

 ※交付決定した補助金の増額を伴う変更は認められないため、減額となる変更が対象

となります。 

〇事業完了予定日の変更（補助金交付申請時の当該日から６か月を超えて延長する場合） 

 ※事業完了期日以降の日付とすることはできません。 

 

その他の変更については、補助金実績報告書に添付する事業実績書の軽微な変更内容欄

に記入し、変更内容に係る資料を添付してください。 

 

 

 

７．補助事業完了後の調査協力について 

  事業の効果を検証するため、補助事業完了後に補助対象住宅における消費電力量、太陽

光発電設備の発電量、売電量等について調査を実施します。 

  調査を実施する際はあらためてご連絡いたしますので、調査に御協力くださるようお願

いします。 

 

  なお、調査により取得した個人情報の管理、利用及び廃棄については、山形県個人情報

保護条例の規定に基づき適切に取り扱います。
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８．Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１．既に工事着手していますが、交付申請書は提出できますか。 

Ａ１．やむを得ない理由（工期確保のため等）があれば、交付申請前（R8.4.1以降）の契

約締結・工事着手を認めています。 

   ただし、交付申請時点で引き渡しが完了しているものは、受付できません。 

 

 

Ｑ２．事業完了日とは、どの時点をいいますか。 

Ａ２．住宅の引渡しを終え、工事（購入）代金の支払いが完了した日付とします。 

   令和９年２月 26日までに事業を完了し、実績報告書を提出してください。 

 

 

Ｑ３．補助金交付申請書の提出前にやまがた省エネ健康住宅設計適合証を取得する必要が

ありますか。 

Ａ３．やまがた省エネ健康住宅設計認証申請と補助金交付申請は同時に提出できます。 

また、やまがた省エネ健康住宅建設認証申請書と補助金実績報告書も同時に提出で 

きます。 

 

 

Ｑ４．国や市町村の補助金と併用は可能ですか。 

Ａ４．原則、補助対象が重複する国及び県の補助金は併用できません。ただし、「再エネ設

備のみ」を対象とする場合は併用可能な場合もありますので、下記をご確認くださ

い。 

   また、市町村の補助金については、国費が充当されているものを除き、併用可能で

すので、市町村にお問合せください。 

【併用できない補助金の例】 

  （国の補助金） 

   ・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業 

   ・みらいエコ住宅 2026事業 

（「再エネ設備のみ」の補助を受ける場合は、併用可能） 

  （県の補助金） 

・やまがた未来くるエネルギー補助金（蓄電池設備のみ） 

  （「蓄電池設備」の補助を受けない場合は、併用可能） 

・やまがた省エネ健康住宅新築支援事業費補助金 

（「再エネ設備のみ」の補助を受ける場合は、併用可能） 

   ・県産認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業費補助金 

（「再エネ設備のみ」の補助を受ける場合は、併用可能） 
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Ｑ５．ＺＥＨ＋の選択要件のうちＨＥＭＳを設けずに電気自動車に充電する設備を設けた

場合でもＺＥＨ＋の補助対象となりますか。 

Ａ５．ＺＥＨ＋補助要件を満たすためには、ＨＥＭＳを設置する必要があります。 

 

 

Ｑ６．請負契約書の発注者が連名の場合は、申請者はどうすればよいですか。 

Ａ６．請負契約書の発注者が連名の場合は、申請者も連名としてください。 

 

 

Ｑ７．申請書等に署名や押印は必要ですか。 

Ａ７．署名や押印は不要です。 

 

 

Ｑ８．やまがた省エネ健康住宅の要件となっている気密（C値）が基準を満たさなかった

場合、補助金を受けることはできないのでしょうか。 

Ａ８．やまがた省エネ健康住宅の認定証の交付を受けることが補助金の要件となっており

ますので、気密の基準に満たない場合は、補助金の交付を受けることができません。 

 

 

Ｑ９．ＺＥＨ＋におけるＨＥＭＳ（高度エネルギーマネジメントシステム）とはどのよう

なものですか。 

Ａ９．ＨＥＭＳにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握したうえで、住宅内の暖冷房

設備、給湯設備、省エネ設備等を制御可能であるものです。 

 

 

Ｑ10．昨年度に住宅を新築していますが、新たに太陽光発電設備等を設置する場合、補助

の対象となりますか。 

Ａ10．令和８年３月３１日以前に住宅新築の契約締結・工事着手をしているものは対象とな

りません。 

 

 

Ｑ11．「再エネ設備のみ」の補助を申請する場合、交付申請時に提出する「工事請負契約書

等の写し」というのは、再エネ設備の契約書だけで足りますか。 

Ａ11．要綱第３条より、「住宅の建設等及び再エネ等設備の導入に係る契約を締結」は、い

ずれも令和８年４月１日以降に行うことが要件となります。 

このことから、住宅及び再エネ設備の両方が４月１日以降に契約されていることを

確認するため、両方の契約書の添付をお願いします。 
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Ｑ12．「再エネ設備のみ」の補助を申請する場合、交付申請チェックリスト No.15の「工事

着手」は、「建物の基礎工事」と「太陽光設備の設置工事」のどちらを指しますか。 

Ａ12．やまがた省エネ健康住宅とのパッケージ補助のため、「建物の基礎工事」を指しま

す。 

 

Ｑ13．実績報告書に添付する系統連系承諾書の写しについて、実績報告書の提出期限まで

に間に合わない見込みです。 

Ａ13．実績報告書の提出期限までに系統連系承諾書の写しが間に合わない場合は、実績報

告書受付時に系統連系申込書の写しを添付してください。なお、額の確定日までに系

統連系承諾書の写しを追加提出いただければ受理します。 


